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論文式試験問題集

［民法総則］
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［民法総則］

次の文章を読んで、後記の〔設問〕に答えなさい。ただし回答日時点で施行されてい

る民法が適用されることを前提とする。

【事実】

１．Ｘは、令和２年４月６日、ほとんど利用していなかったＸ所有の更地（以下「本件土

地」という。）を代金１０００万円で友人のＡに売った（以下「本件売買」という。）。

もっとも、Ａは当時、個人的な遊興のために借金を重ねておりその返済に窮していた。

本件売買は、Ａがその代金を登記移転と同時に全額支払うものとＸに誤信させ、実際に

は代金を支払わずに本件土地を転売し、転売によって得た金銭で借金を返済することを

企図したものであった。

Ａは、同日、どうしても金銭の調達が間に合わなかったため、同月２０日まで支払を

待って欲しいとＸに懇願した。Ｘは、Ａに対し抗議したものの、やむを得ず支払期限を

同月２０日とすることを承諾し、本件土地はＸからＡに引き渡され、本件土地の所有権

移転登記がなされた。

２．しかし、同月２０日になっても結局Ａから支払はなされなかった。Ｘは、Ａの身辺を

調査したところ、Ａが借金を重ねて困窮していて売買代金の支払能力がなく、本件土地

を転売して金銭を得ようと画策していることを知った。

そこで、Ｘは、同年５月１日、Ａに対し、書面により、本件売買はＡの詐欺によるも

のだとして、本件売買の意思表示を取り消し、同書面は翌２日にＡに到達した。

３．これを受けて、Ａは、Ｘに本件土地を取り返されてしまう前に本件土地を転売し、転

売によって得た金銭で借金を返済しようと考え、同年５月２２日、本件土地を代金８０

０万円でＹに売却し、同日、本件土地はＡからＹに引き渡すとともに、本件土地の所有

権移転の登記を具備させ、ＹもＡに対し代金を支払った。

４．Ｘは、その後Ａと連絡が付かなくなっていたことから、同年５月２９日、本件土地を

見に行ってみると、本件土地にＹの自動車が駐車されていることに気づいた。

ＸがＹを問いただすと、Ｙは、本件土地をＡから購入して駐車場として利用している

と答えた。また、Ｙは、本件土地がＸからＡによって詐取されたものであることを知ら

ず、これを知らないことについて過失もなかった。

〔設問１〕

Ｘは、同年６月１日、Ｙに対し、本件土地の返還を請求する訴訟を提起した。

ＸのＹに対する請求は認められるか。
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【事実（続き）】

　※設問１の訴訟は提起していないものとする。

５．Ｘは、令和２年１０月３０日、Ｙが本件土地の所有権を有することを認める一方で、

ＹがＸに対し、同年１１月１３日を支払期限として、和解金として２００万円を支払う

ことを内容とする和解契約を裁判外で締結した。

６．しかし、Ｘは令和２年１１月６日に急死した。Ｘの唯一の相続人である年の離れた兄

Ｂは、翌７日にＸが死亡したことを知り、Ｘを相続した。もっとも、Ｂは多忙かつＸと

疎遠であったこともあり、Ｘの遺産を精査せず、ＸのＹに対する和解金債権の存在を知

らなかったところ、Ｙは同年１１月１３日を経過しても前記和解金２００万円をＢに支

払わなかった。

７．Ｂは、令和５年１月頃から認知症の症状が現れ始め、その後徐々に症状が進行し、令

和７年８月１日の時点では、認知症により事理を弁識する能力を欠く常況にあった。こ

れを受けて、Ｂの子Ｃは、同年１１月４日、Ｂについて後見開始の審判の申立てをした。

その結果、同年１２月１日、Ｂの成年後見人として弁護士Ｚが選任された。

８．Ｚは、Ｂの財産を調査する中で、Ｙが和解金２００万円を支払っていないことを知っ

た。

〔設問２〕 

Ｚは、令和８年１月９日、Ｙに対し和解金２００万円の支払を請求する訴訟を提起し

た。

これに対し、Ｙは、同月２３日、和解金債権の消滅時効を援用すると主張した。

ＺのＹに対する請求は認められるか。

以　上
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第１ 設問１ 

１（１）ＸはＹに対し、所有権に基づき本件土地の返還を請求でき

るか。本件売買は、Ａがその代金を登記移転と同時に全額支払う

ものとＸに誤信させ、実際には代金を支払わずに本件土地を転売

することを企図した欺罔行為があり、Ｘはこれによって錯誤に陥

り本件売買の意思表示をしたため「詐欺による意思表示」（民法（以

下略）９６条１項）がある。そして、Ｘは令和２年５月１日、Ａ

に対し、本件売買を詐欺により取り消すとの意思を表示し、当該

意思表示は翌２日にＡに到達した。もっとも、Ｙは本件土地がＡ

に詐取されたものと知らず、これを知らないことについて過失も

なかったため、「善意でかつ過失がない第三者」（９６条３項）に

あたり、Ｘは本件売買の取消しをＹに対抗できるか問題となる。 

（２）この点、９６条３項が詐欺による意思表示の取消しの効力を

善意無過失の第三者に対抗できないとする趣旨は、取消しの効力

は当該意思表示の遡及的無効であるところ（１２１条）、その範囲

を制限して取引の安全を図ることにある。したがって、ここにい

う「第三者」とは、取消しの遡及効により影響を受ける第三者、

すなわち、取消前に既に詐欺による意思表示の効力について利害

関係を有していた第三者に限定されると解すべきである。 

（３）本件では、Ｙは、令和２年５月２２日、本件土地をＡから代

金８００万円で購入し、同日、本件土地の引き渡しを受けたため、

Ｙは取消後に詐欺による意思表示の効力について利害関係を有す

るに至っているから、９６条３項の「第三者」にはあたらない。 

２（１）では、ＸはＹに対し、Ｙが９６条３項の「第三者」にあた

らないことを理由に、Ａに対する本件売買の詐欺による取消しを

Ｙに無条件に対抗できるのか。Ｘは、取消後もＡから本件土地の

所有権移転登記の復帰を受けていなかったことから、それでもＹ

に本件土地の所有権を対抗できるのか問題となる。 

（２）この点、 取消後に詐欺による法律行為に基づいて取得した権

利について新たに利害関係を有するに至った第三者に対しては、

無条件に詐欺取消しの効力を対抗できるとすると、取引の安全が

著しく害され妥当でない。むしろ、取消しの遡及効による物権の

回復は復帰的な物権変動と捉えて、登記を具備しなければ取消後

に利害関係を有するに至った第三者に対抗できない（１７７条）

と解すべきである。 

（３）本件では、ＸはＡから本件土地の所有権移転登記の復帰を受

けておらず、本件土地の所有権登記を具備していない。よって、

ＸはＹに対し、本件土地の所有権を対抗できず、所有権に基づき

本件土地の返還を請求することはできない。 

第２ 設問２ 

１（１）ＢのＹに対する２００万円の和解金債権（以下「本和解金

債権」という。）は、弁済期である令和２年１１月１３日から「権

利を行使することができる」ところ（４１２条１項）、Ｚが本和解

金債権を請求した令和８年１月９日はその弁済期から５年経過し



   

明大法曹会予備試験対策答案練習会＜民法総則＞ 2026年 1月 25日実施 講師：弁護士 大和田準 

ており（１６６条１項１号）、かつＹは消滅時効を援用（１４５条）

したため、本和解金債権は時効により消滅していないか。 

Ｂは本和解金債権の存在を知らなかったことから、Ｚがこれを

請求した令和８年１月９日時点では、権利を行使することができ

ることを「知った時」から５年間は経過しておらず、時効期間は

満了していないとも思われるため問題となる。 

（２）そもそも、同号が期間５年間という短期の消滅時効成立にあ

たり権利行使できることの認識を債権者に要求する趣旨は、債権

者に権利行使の現実的な機会を確保させるとともに、他方で権利

行使できることを知った以上、権利を実際に行使すべきことを債

権者に期待できるという自己責任にある。債権に確定期限が付さ

れている場合、その期限到来時期は明確であるため、期限到来前

でも債権者は権利行使できる時期を具体的に認識できており、そ

の確定期限が到来しさえすれば、直ちに権利行使を期待できるか

ら、権利行使の現実的な機会が一度は確保されたといえる。 

また、相続の効力は被相続人の地位を相続人に包括的に承継さ

せることであるため（８９６条）、債権者の相続人は当該債権者の

認識を承継したものといえる。そうすると、債権者が弁済期以前

に債権の発生を基礎づける事実と弁済期を認識しているときは、

弁済期が到来すれば権利行使できることを知ったといえる。 

（３）本件では、Ｘは、和解契約の内容としてＹがＸに２００万円

を支払うこと、及びその弁済期が令和２年１１月１３日であるこ

とを認識していたところ、Ｂは当該認識を有するＸを相続した。

したがって、Ｂは当該弁済期の到来をもって「権利を行使するこ

とができることを知った」といえるため、Ｚが本和解金債権を請

求した令和８年１月９日はその弁済期から５年を経過している。 

２（１）次に、Ｂは令和７年１１月１３日の時効期間満了時に事理

弁識能力を欠く常況にあったところ、１５８条１項により時効完

成が猶予されないか。Ｂは時効完成時点では「成年被後見人」（同

項）にあたらず、同項は直接適用できないため問題となる。 

（２）そもそも同項の趣旨は、成年被後見人が法定代理人を有しな

い場合には時効中断の措置を執れないため、時効完成を認めるの

は酷であることからその完成を猶予することにある。そうすると、

時効期間の満了前６箇月以内の間に精神上の障害により事理弁識

能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合、時効期間満了

前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、同項の趣旨

が妥当するとともに時効援用者の予見可能性を不当に奪うともい

えないため、同項を類推適用して、法定代理人就任時から６箇月

を経過するまでの間は、時効は完成しないと解すべきである。 

（３）本件では、Ｂは時効期間満了前６箇月以内である令和７年８

月１日時点で事理弁識能力を欠く常況にあったところ、Ｃは同年

１１月４日に後見開始の審判の申立てをしたため、同項が類推適

用される。よって、ＺがＹに和解金を請求した令和８年１月９日

時点で時効完成は猶予され、当該請求は認められる。 以上 



受講者番号

小計 配点 得点

設問１ (18) 0

詐欺取消の要件（「詐欺による意思表示」・民法９６条１項）の指摘 2

詐欺取消の効果（遡及的無効・民法１２１条）の指摘 2

あてはめ 2

民法９６条３項の「第三者」の意義に関する解釈：取消前の第三者 4

あてはめ（Yは取消後の第三者であり９６条３項の「第三者」にはあたらないこと） 2

取消後の第三者が対抗関係に立つことに関する解釈 4

あてはめ（Ｘは対抗要件を具備していないため、Ｘの請求は認められないこと） 2

設問２（短期消滅時効の要件） (12) 0

時効期間の主観的起算点（民法１６６条１項１号）の内容と条文の指摘 2

債権者が弁済期到来前に相続人に弁済期を伝えないまま死亡した場合に、弁済期到来時
が相続人の「権利を行使することができることを知った時」（同号）にあたるか、という問題意
識の指摘

2

・短期消滅時効の進行につき、債権者に権利行使可能であることの認識が要求されているこ
との趣旨（権利行使の現実的な機会の確保、認識しながら権利行使しなかった自己責任の
重大性など）
・債権者が弁済期以前とはいえ一度は弁済期を認識していた以上、権利行使の現実的な機
会は一応確保されたと評価し得ること
・相続の効力は被相続人の地位の包括承継であるため（８９６条）、相続人は弁済期を認識し
ていると扱われてもやむを得ないこと
等を踏まえた規範の定立
※和解金債権が支払われていないことをZが知った時まで、Bは和解金債権を「行使すること
ができること」を知らなかったと認定して、短期消滅時効期間の経過を否定しても、理由づけ
が説得的であれば同等の点数を与える。この場合、時効の完成猶予の論点に言及していな
くても、裁量点として相当の点数を加算する。

6

あてはめ 2

設問２（消滅時効の完成猶予の要件） (10) 0

成年被後見人の時効の完成猶予（民法158条1項）の内容と条文の指摘 2

Bが「成年被後見人」に該当せず同条を直接適用できないことの指摘 2

当該条文の制度趣旨等から導かれる類推適用の理由・判例等を踏まえた規範の定立 4

あてはめ 2

○裁量点 (10) 10 0

合　計 (50) 50 0
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民法総則解説レジュメ 

 

設問１ （基本問題） 

１ 事案の概要 

Ｘ→Ａ 本件土地をＡに売買、Aが登記具備、その後ＸがＡとの売買契約を詐欺取消し 

  ↓ 取消後AはYに本件土地を売買し引渡し登記移転、Yが本件土地を占有 

  Y ＸがYに所有権に基づく返還請求、Yは詐欺につき善意・無過失 

 

２ 民法９６条３項の「第三者」の意義 

（１）詐欺取消しの要件（前提） 

   「詐欺による意思表示」：①欺罔行為による錯誤、②錯誤による意思表示 

（２）詐欺取消しの効果（前提） 

   遡及的無効（民法１２１条） 

（３）民法９６条３項の「第三者」の範囲 

 ア 要件：善意・無過失 

イ 効果：詐欺取消しの効果を当該第三者に対抗できない 

  ※詐欺の当事者間では詐欺取消しの効果は有効であることとの区別を理解する 

ウ 「第三者」の範囲 

民法９６条３項の趣旨から考える 

趣旨：意思表示の「遡及的無効」という効果の範囲を制限して取引の安全を図る 
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∴取消しの遡及効により影響を受ける第三者が９６条３項の「第三者」にあたると解釈する。 

＝取消前に既に詐欺による意思表示の効力について利害関係を有するに至った第三者 

（４）あてはめ 

  

３ 詐欺取消後に詐欺による意思表示の効力について利害関係を有するに至った第三者 

（１）ここまでの検討と問題意識 

Yは９６条３項の「第三者」にあたらない 

→ＸはYに対し、Ａに対する本件売買の詐欺による取消しをYに無条件に対抗できる？ 

∵取消しの遡及効＝本件土地の所有権ははじめからＡに移転しなかったことになる。 

 Y は本件土地の所有権を有しないＡから本件土地の所有権移転を受けたことになる。 

 Yの本件土地の所有権はＸに対抗できないはず。 

⇔しかし、Yは登記を見てもＸが本件土地の真の所有者であるとはわからないはず。 

→それでもYに本件土地の所有権を無条件に対抗できるのか？ 

（２） 解釈 

  ・取消しの遡及効による物権の回復は「復帰的な物権変動」と捉えうる。 

   ＝理論上ははじめから物権変動（Ｘ→Ａ所有権移転）がなかったことになるが、少なく

とも外形上は当該物権変動（Ｘ→Ａ所有権移転）に対応した登記の移転はある。 

   →詐欺取消しをしたときも、外形的には、詐欺者から被詐欺者に対して改めて物権が変

動（Ａ→Ｘ所有権移転）するようにみえる。 
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  ・取消後に詐欺による法律行為に基づいて取得した権利について新たに利害関係を有する

に至った第三者に対しては、無条件に詐欺取消しの効力を対抗できるとすると、「取引の

安全」が著しく害され妥当でない（実質論）。 

∴取消しの遡及効は、取消後に利害関係を有するに至った第三者には、対抗要件を具備し

なければ対抗できない（民法１７７条）と解釈する（百選Ⅰ５１）。 

（３）あてはめ 

 

 

設問２ （応用問題） 

 ※出題意図：未知の論点であっても、制度趣旨から一応の論述ができるようになる 

１ 事案の概要 

Ｒ２.１０.３０  ＸはＹの本件土地の所有権を認め、ＹはＸにＲ２．１１．１３日を支払期

限として２００万円支払を内容とする和解契約締結 

Ｒ２.１１.６  Ｘ死亡、ＢがＸを相続 

Ｒ７.１１.１３ 支払期限到来・Ｙは和解金を支払わず 

Ｒ７.８.１   Ｂは認知症により事理を弁識する能力を欠く常況 

Ｒ７.１１.４  Ｂの子ＣがＢの後見申立て 

Ｒ７.１２.１  ＺがＢの成年後見人に選任される 

Ｒ８.１.９   Ｚ→Ｙ 和解金２００万円の支払請求 

Ｒ８.１.２３  Ｙ→Ｚ 消滅時効を援用 
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２ 請求の原因及び抗弁 

（１） 訴訟物 

和解契約に基づく和解金請求権 

（２） 請求原因 

① ＸとＹは、ＸがＹの本件土地の所有権を認め、ＹがＸに２００万円を支払うことを内

容とする和解契約を締結した 

② Ｘは、Ｒ２.１１.６、死亡した 

③ Ｘに配偶者並びに子及び親はなく、ＢはＸの唯一の兄弟姉妹である 

（３） 抗弁（請求原因は認めることが前提） 

① ＸとＹは、前記和解金の支払期限をＲ２.１１.１３と定めた（支払期限の定め） 

② Ｘは、Ｒ２.１０．１３の時点で、Ｒ２.１１.１３に和解金請求権を行使することがで

きることを知っていた 

③ Ｒ７.１１.１３は経過した（支払期限の到来を含む時効期間の経過・顕著な事実） 

④ ＹはＺに対し消滅時効を援用する（１４５条） 

 

３ Ｂが「権利を行使することができることを知った時」（１６６条１項１号）はいつか 

（１） 問題の所在 

確定期限の定めが付された契約において、消滅時効の主観的起算点（「権利を行使すること

ができることを知った時」）は、弁済期到来時と一見明確である。しかし、債権者が、弁済期
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到来前に、相続人に弁済期を伝えないまま死亡した場合、相続人は、その期限の到来を確知

していないため、弁済期到来の時点から時効の進行の開始を認めてよいか？ 

（２） 「権利を行使することができることを知った時」から５年間の消滅時効が定められた

趣旨 

・期間５年間の消滅時効の進行につき、債権者における権利を行使する ことができること

の認識が要求されている趣旨は、①「権利行使の現実的な機会を確保する点」（権利保障）、

②「債権者が権利を行使することができることを知ったのであれば、債権者がその権利を

実際に行使すべきことを期待することができる点」（自己責任）にある。 

・確定期限が付されているケースでは、一般にその期限が到来する時期は明確であるため、

期限が到来する前であっても、債権者において権利を行使することができる時期を具体的

に認識することができており、その確定期限が到来しさえすれば、直ちに権利行使を期待

することができる。1 

→債権者が弁済期以前のいずれかの時点において債権の発生を基礎づける事実と弁済期

を認識しているときは、弁済期が到来しさえすれば権利行使の現実的な機会が一度は確

保されたということができる。2 

・相続の包括承継性（民法８９６条）の一つの効果として、相続人はその認識を有している

と扱われてもやむを得ない 

 
1 筒井健夫・村松秀樹「一問一答 民法（債権関係）改正」（商事法務・２０１８）５８頁 

2 佐久間毅「民法の基礎１ 総則（第５版）」（有斐閣・２０２０年）４１４頁 
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∴弁済期到来時であるＲ２．１１．１３がＢが「権利を行使することができることを知った

時」にあたり、Ｚによる請求前のＲ７．１１．１３をもって５年間が経過している。 

※ただし、５年間の時効期間の趣旨のうち②自己責任を重視して、相続人自身が権利行使

可能であることを確知していない以上、相続人は事実上権利行使できないため自己責任

は問えないとみて、主観的起算点を相続人の認識を基準とすべきとする説もある。3 

 

４ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合と

民法１５８条１項の類推適用 

（１） 問題の所在 

・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者は、法定代理人を有しない場

合には時効中断の措置を執ることができないため、時効の完成を認めるのは酷であるとこ

ろ、１５８条１項は、時効の期間満了前６箇月以内の間に成年被後見人に法定代理人がな

いときは、法定代理人が就任した時から６箇月を経過するまでの間は時効は完成しない旨

を規定している。 

・しかし、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものの、まだ後見開始

の審判を受けていない者については、既にその申立てがされていたとしても、「成年被後見

人」（１５８条１項）にはあたらず、同条は直接適用できないため、その保護が問題となる。 

（２） 判例（最高裁平成２６年３月１４日判決（平成２６年重要判例解説・民法２） 

ア 結論 

 
3 酒井廣幸「民法改正対応版 時効の管理」（新日本法規出版・２０１８年）１０３頁以下 
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「時効の期間の満了前６箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠

く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申

立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法１５８条１項の類推適用により、法定

代理人が就任した時から６箇月を経過するまでの間は、その者に対して、時効は、完成し

ないと解するのが相当である。」 

イ 理由 

① 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるものの、まだ後見開始の審

判を受けていない者についても、法定代理人を有しない場合には時効中断の措置を執

ることができないのであるから、成年被後見人と同様に保護する必要性がある。 

② 上記の者について、少なくとも、時効期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判

がされた場合においては、１５８条１項の類推適用を認めたとしても、時効を援用し

ようとする者の予見可能性を不当に奪うものとはいえない。 

（３） １５８条１項の効果 

法定代理人が就任してから６箇月を経過するまでの間は時効は完成しない（完成猶予）。 

（４） あてはめ 

以 上 

2026年1月25日実施 講師：弁護士 大和田準 



2026年 01月25日答案練習会

民法総則

最優秀答案

回答者：T・Sさん

第１、設問１

　１、Xは、Yに対して所有権に基づく物権的返還請求権としての土地明渡請求権を行使し、

本件土地の明渡を請求するが認められるか。

（１）、Yは、本件土地を駐車場として利用し占有している。Xは、Aと本件売買契約を締結し

本件土地を売却している。そこで、Xは、令和２年４月２０日、Aが代金全額を支払うと

騙してXに本件土地を売却させたことが「詐欺」（民法９６条１項、以下法令名省略）あ

たるとして、本件売買契約を取消した。

（２）、しかし、Yは本件土地がＸからＡによって詐取されたものであることを過失なく知ら

なかったのである。そこで、Yは「第三者」（９６条３項）にあたり、Xは詐欺による本

件売買の取消の効力を主張できないのではないか。

ア、ここで、96条３項の趣旨は、詐欺による意思表示が有効であることを信頼して利害関係

を有するに至った者を、詐欺取消による遡及効（121条）を制限し、被詐欺者の犠牲の下、

保護することにある。したがって、「第三者」とは、取消の意思表示がされる前に、当該

意思表示が有効であると信頼して、新たに利害関係を有するに至った者をいう。

　　　　本件では、本件売買の意思表示を取り消しの意思表示を内容とする書面は、令和２

年５月２日に到達し（９７条１項）、同日に取消の効力が生じた。そして、Yは、その２

０日後の令和２年５月２２日に本件土地をAから買い受けている。

イ、したがって、Yは「第三者」にはあたらない。

（３）、そうすると、取消の遡及効により、本件土地の所有権は最初からＡに移転しなかった

ことになり、Ｙも、無権利者であるＡから所有権を取得し得ないはずである。しかし、取

消前と取消後の第三者の違いは、被欺罔者による取消の意思表示より先に利害関係を有す

るに至ったか否かという点しかない。さらに、一旦取り消されれば登記を具備しなくても

永久に保護されるとするのは不合理である。

したがって、取消の効果としての所有権の復帰を復帰的物権変動と観念し、被欺罔者及

び取消後の第三者は二重譲渡類似の関係に立つとして、被欺罔者は先に登記を具備しなけ

れば、本件売買の取消の効力を取消後の第三者に主張出来ないと解する。

本件では、Ｙは、令和２年５月２２日に登記を具備しているため、Ｘは、Ｙに本件売買

の取消の効力を主張できない。

２、よって、Ｘは、Ｙに本件土地の所有権を主張し得ず、Ｘの上記請求は認められない。

第２、設問２

１、Ｚは、Ｙに対して、和解契約に基づいて和解金の支払いを請求するが認められるか。こ

の点、Ｙの和解金債権の消滅時効（１６６条１項２号）の主張が認められるかが問題とな



る。

消滅時効の要件は、①「債権者が権利を行使することができることを知った時から五年

間」又は「権利を行使することができる時から十年間」行使しないこと、②援用したこと

（１４５条）である。

（１）、「債権者が権利を行使することができることを知った時」とは、権利の行使が期待可

能な程度に当該権利の発生及びその履行期の到来その他権利行使としての障害がなくなった

ことを債権者が知った時をいう。

本件では、たしかに、Ｂは、ＸのＹに対する和解金債権の存在を知らなかった。しかし、

Bがその存在を知らなかったのは、多忙かつＸと疎遠であったため、Ｘの遺産の精査を怠っ

たためである。さらに、本件和解契約は、和解金の支払いの確定期限を令和２年１１月１３

日としていたため、Ｘは、同月１４日に「権利を行使することができることを知っ」ていた。

そうすると、Ｘが履行期限の直後に亡くなった場合は、が主観的起算点になるのに、直前に

亡くなり、相続人が精査を怠ったため主観的起算点とならないのは不公平である。したがっ

て、主観的起算点は、同月１４になると解する。

（２）、そうすると、令和２年１１月１４日から５年後の令和７年１１月１３日の様にも思え

る。しかし、Xは後見開始の審判を受けているため１５８条の適用により、時効の完成が猶

予されないか。　

この点、後見開始の審判を申し立てたのは、時効完成予定日の令和７年１１月１３日の１

０日前であり、「時効の期間の満了前六箇月以内の間」であるが、被後見人にＺが就職した

のは時効完成後の令和２年１２月１日である。したがって、「法定代理人が就職した時から

六箇月を経過するまでの間」の時効の完成猶予は発生しない。

しかし、１５８条の趣旨は、消滅時効を成年被後見人自身が援用することは期待し難いこ

とから、成年被後見人に法定代理人がないときは時効の完成を猶予し、成年被後見人を保護

することにある。そうすると、法定代理人の就職する時期という成年被後見人側では何もで

きない事情により、１５８条による保護を与えないのは、成年被後見人保護の観点からみて

妥当ではない。したがって、成年被後見人の側でできることを全てやったと評価できる場合、

すなわち、効期間満了の６ヶ月以内に事理を弁識する能力を欠く常況あり、かつ、審判の申

し立て（７条）をした場合は、１５８条の趣旨が妥当し、同条を類推適用し、時効の完成を

完成予定日から６ヶ月間猶予すべきである。

本件では、時効完成予定日の令和７年１１月１３日より約３か月以上前の令和７年１月時

点で事理を弁識する能力を欠く常況にあり、かつ、時効完成予定日より１０日前の令和２年

１１月４日に後見開始の審判を申し立てている。

したがって、１５８条の類推適用により、時効完成予定日の令和７年１１月１３日から

６ヶ月後の令和８年５月１３日まで消滅時効の完成が猶予される。

２、よって、Ｙの消滅時効の主張は認められず、ＺのＹに対する請求は認められる。

以上
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採点講評
（２０２６年１月２５日・民法総則）

○全体について

・問題提起→規範定立（制度趣旨に立脚した条文解釈）→あてはめ、という基

本的な答案の流れに沿っていない答案が少数ながら見られました。

・問題提起・規範定立にあたっては、条文の文言・条数を引用適示して、その

文言を解釈する姿勢を示してください。司法試験が条文解釈を問う試験であ

ることに対する意識が乏しいと思わざるを得ない答案がまだ相当数見られま

した。

・いわゆる論点は、原告の請求原因とこれに対する被告の反論（否認や抗弁）

がぶつかる場面で生じるものであるため、論点が生じる前提となる当事者の

主張反論を答案に示しながら問題提起すると、地に足のついた答案になって

高評価を得られると思われます。

・９６条３項の「第三者」は取消前の第三者に限定される、という基本的論点

の論述が不十分だった方も少数ながら見られました。そのような答案は、特

に本問のように設問２が応用問題である場合に、他の受験生との点数差を埋

めにくく、相対的に低い評価になりがちですので、基本的論点はしっかりと

書けるようにしてください。

○個別の注意点

１　詐欺取消し

・詐欺取消しの効力が遡及的無効であること（１２１条）に言及できていない

答案が少数ながら見られました。このような答案は、９６条３項の「第三

者」の解釈を論じるにあたっても、遡及効の制限という同項の趣旨に言及で

きずに、説得的でない解釈にとどまる傾向にありましたので注意してくださ

い。

・取消後の第三者の保護は９６条３項ではなく１７７条の対抗問題として処理

することを論じるにあたり、「詐欺取消しにより復帰的物権変動が生じる」

「被詐欺者と第三者の間で詐欺者を起点とする二重譲渡の関係が生じる」と

断定する答案が相当数見られました。しかし、詐欺取消しの効力はあくまで

も遡及的無効、すなわちはじめから物権変動は生じなかったこととするもの

で、復帰的物権変動という考え方は、あくまでも取消後の第三者を１７７条

の対抗問題として救済するための一種の擬制にすぎないことから、「復帰的

物権変動とみ得る」「二重譲渡類似の関係にある」などとして、断定的な記

載は避けた方がよいと考えます。
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２　相続と「権利を行使することができることを知った時」（１６６条１項１

号）の解釈

・Ｂは現実には権利を行使することができることを「知った」わけではないた

め、それでもなお支払期限到来から５年間という 主観的消滅時効を成立

させてよいのかを論じてほしかったですが、相当数の答案がこの点に言及せ

ず、１５８条１項の問題に言及するにとどまっていました。

・他方で、和解契約の締結当事者であるＸは支払期限の到来により権利行使で

きるようになることを当然に知っていたことや、ＢはそのようなＸを相続し

たため、相続の効力が被相続人を包括承継することにあることに照らせばＢ

も権利行使できると知っていたと法的には評価される旨を論じた答案も一定

数みられ、このような答案は相対的に高い評価になりました。

・少数ながら、この問題意識に言及した上で、相続人の保護を重視して、相続

人が現実に権利行使可能であると知った時を主観的起算点とすべきと解釈し

た答案が見られました。このような答案も、解釈の根拠が適切に論じられて

いれば、１５８条１項の論点に言及していなくても、裁量点で相応の加点を

施しています。

３　１５８条１項の類推適用

・多くの答案が、論点を的確に言及することまではできていなかったものの、

条文の文言を摘示して問題文をあてはめる姿勢を示しており、未知の論点に

遭遇したときの姿勢としては好印象でした。

・Ｂが時効完成時点では後見開始審判がなされていないため「成年後見人」に

は該当せず１５８条１項を直接適用できないことは、多くの答案で言及でき

ていませんでしたが、少数の答案ではこの点も的確に論じることができてお

り、相対的に高い評価に繋がりました。

・応用問題が含まれる場合には、(1)基本的な論点をそれなりにしっかり書く、

(2)応用論点は、条文の文言と事実をできる限り引用する、(3)応用論点は、

未知の問題である点は皆同じなので、きちんと書けなくてもよいので、問題

文を読む中で問題意識を抱いた点に必ず言及して思考過程を書く、といった

ことを意識すれば、十分及第点になると考えます。

以上



　　  平均点21.19点

分布 人数

0 0

1～5 0

6～10 2

11～15 1

16～20 4

21～25 6

26～30 2

31～35 1

36～40 0

41～45 0

46～50 0
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